
お問合せ先

5/24��(⼟)�9∼12時 応急仮設住宅 とぎ第２団地集会場

6/1����(⽇)�9∼12時 応急仮設住宅 とぎ第２団地集会場

6/8����(⽇)�9∼12時 応急仮設住宅 とぎ第８団地集会場

6/15��(⽇)�9∼12時 応急仮設住宅 とぎ第８団地集会場

6/22��(⽇)�9∼12時���応急仮設住宅 とぎ第８団地集会場

主催 ⼀般社団法⼈�能登復興建築⼈会議

対象 被災された住⺠・事業者（住宅・店舗等）

形式 9∼12時�会場相談（午後�現地訪問）

対応 建築⼠

内容 建物の状態確認、再建や修繕、

対象 すべての住⺠の⽅

 notokenchikujin@gmail.com

 090-8960-1397（担当：林）

たてもの相談会�

令和6年能登半島地震では、志賀町内でも住宅や店舗など多くの建物が被災しました。公費解体

申請の期限（令和7年6⽉30⽇）が迫る中、解体か修繕か判断に迷われている⽅も多いと思われ

ます。そこで、建築⼠など専⾨家が中⽴・技術的な⽴場からご相談をうかがう「建物相談会」を

開催します。住宅だけでなく商店・事業所も対象です。必要に応じて、今後の「なりわい相談」

につなぐことも可能です。お気軽にご参加ください。

被災した住宅・店舗の再建に向けた建築⼠による無料相談会

開催⽇時・会場

志賀町

��わたしたちは多様な分野・領域から

集まった建築⼠の団体です。意匠、構

造、都市計画、学術、⽂化財や不動産

など、各⾃の専⾨性を活かし、ワン 

チームで復興に取り組んでいます。

能登復興建築⼈会議�
⼀般社団法⼈

�公費解体についての相談など


